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1. 序言—データの収集・報告のために国際
標準指針を策定する意義

　各国では、国全体の研究開発やイノベーションの
状況や動向を把握し、これを踏まえて、将来に向け
て政策の立案や戦略の策定が行われている。これら
を支援し、また各国間で互恵する観点から、OECD
は各国における研究開発やイノベーションに関する
データの収集・報告のための国際的マニュアルを策
定しており、これが世界各国における関連の統計調
査等の基盤として活用されている。そして、得られ
た統計調査の結果は公表され、各国やOECD 等の国
際機関における政策形成・分析に際しての基礎資料

となっている。このように国際機関を通じて世界各
国において共有することやその標準化を図るための
指針を策定する意義は、研究開発やイノベーション
に関する情報に関して、自国における内部構造をよ
り良く把握することはもとより、諸外国の状況と比
較することにより自国の状況を相対化させて特徴な
どを理解することができる点にある。そのため、作
成されるデータや指標注1 の国際比較可能性を確保
することが極めて重要である。そしてこれが実現す
るためには、国際標準となる指針が策定され、各国
がこれに沿ったデータ収集・報告を行うことが必要
となる。このような指針は、国際機関等の場におい
て、加盟国等各国の専門家が参画して策定・改訂を
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　本稿では、今号と次号の 2 回に分けて、この『Frascati Manual 2015』の概要について示す。また、改
訂された内容に従って実際の統計調査等へ適用される際に想定される変化や、近い将来利用可能となること
が期待される研究開発の状況や動向に関する情報等について示唆や展望を提供する。また、研究開発に関す
る統計データや指標を用いる際に留意すべき点についても言及する。
　今号では、測定の国際比較可能性の向上や指針内における一貫性の向上、研究開発の状況における近年の
変化への対応といった、今次改訂の特徴や新たに変更等が加えられた点等について述べる。
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概　　要

注 1	 指標（indicator）は、その数値自体に何らかの意味を有し、通常は、単位を有するかパーセンテージで表示される。
これに対して、指数（index）は、その数値自体は、通常は、何らかの統一した変換によって 1次元の情報（例．単
なる大小等）に射影して表される順序尺度でしかない場合が多い。
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図表 1　『Frascati	Manual	2015』の構成（日本語拙訳）

出典：OECD（2015）,	Frascat i 	 Manual	 2015:	
Guidelines	for	Collecting	and	Reporting	Data	
on	Research	and	Experimental	Development,	
The	Measurement	of	Scientific,	Technological	
and	 Innovation	Activities,	OECD	Publishing,	
Paris.

Manual	2015』は前者を基本としており、我が国
においてもこのアプローチが取られている。
　今次改訂では、本文がほぼ全面的に書き換えられ
た。そして、国際比較可能性の向上と、指針内に示さ
れる種々の概念や観測手段に関する一貫性の向上を
図るとともに、例えば、グローバリゼーション（より
具体的には、研究開発資金の越境流動、多国籍企業に
より遂行される研究開発、研究開発サービスの国際
取引といったことに対応する）、クラウドファンディ
ング、組織間協働といった研究開発の状況における
近年の変化に対応するものとされていることが特徴
である。また、国内総生産（GDP）をはじめとする
国の経済の状況を把握するための指針である国民経
済計算体系（SNA）が 2008 年に改訂され、研究開
発が資本形成として取り扱われることとなり、本マ
ニュアルに沿って各国で収集されるデータもこれに
関連することから、高等教育部門についての取扱い
は変えずに、図表 2に示すように、機関部門の分類
については SNAとの対応が付けられている注2。同
様に、国際標準産業分類（ISIC）など、他の国際分
類との対応をより明確に意識していることも特徴で
ある。

行っている。
　研究開発については、先般、13 年ぶりに実施さ
れていた改訂作業が完了して、2015 年 10 月に
『Frascati	Manual	2015（フラスカティ・マニュ
アル 2015）』［OECD,	2015］として公表された。
今後は、この改訂版に沿って、各国において実施さ
れている統計調査等について変更等がなされ、それ
に基づいたデータが利用されていくものと見込まれ
る。ちなみに、この「フラスカティ（Frascati）」と
は、イタリア、ローマ近郊の地である。1963 年に、
OECD において研究開発調査のための最初の指針
について議論して策定された会合が開催された場所
である。これに由来してこの指針はのちに『Frascati	
Manual』とも呼ばれることとなり、今回はその第
7版である。OECD 内の科学技術指標各国専門家作
業部会（NESTI）において、各国からの代表員であ
る専門家が参画し、OECD 事務局と協働して改訂作
業が進められた。
　本稿では、今号と次号の 2回に分けて、この
『Frascati	Manual	2015』の概要について示すとと
もに、今次改訂の特徴や新たに変更等が加えられた
点に重点を置いて述べる。また、改訂された内容に
従って実際の統計調査等へ適用される際に想定され
る変化や、近い将来利用可能となることが期待され
る研究開発の状況や動向に関する情報等について示
唆や展望を提供する。加えて、研究開発に関する統
計データや指標を用いる際に留意すべき点について
も言及する。

2. 今次改訂の主な狙い及び我が国における
対応するデータ収集

2-1　『Frascati Manual 2015』の構成と主要な内容
　『Frascati	Manual	2015』の構成は図表 1のと
おりとなっている。
　『Frascati	Manual	2015』の主要な内容の一つ
は、研究開発のインプットに焦点を置き、研究開発支
出額及び研究開発従事者の測定に関して指針を提供
することである。特に、研究開発支出額については、
研究開発遂行機関に焦点を置いて当該機関を対象と
して測定を行う方法（遂行者基準アプローチ）と、
研究開発のために資金提供を行う機関に焦点を置い
て当該機関を対象として測定を行う方法（資金提供
者基準アプローチ）とが考えられるが、『Frascati	

注 2	 機関単位、機関分類等が、SNAでの定義等を踏まえつつ、従来から『Frascati	Manual』において用いられてきた慣
行に沿って、研究開発に係る測定に適用するようにされた。
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2015』における定義や、これと我が国における「研
究」との対応関係等については後述する。

2-2　国際比較可能性向上の一環としての機関部門
の整理
　『Frascati	Manual	2015』では、機関単位（制度
単位とも呼ばれる）について整理された。後述する
機関部門（制度部門とも呼ばれる）のうち、例えば
企業部門については、機関単位のうちの統計単位注3

は、通常は、法人である企業とすることとされてい
る。他方、国ごとにある統計調査実施方法の相違に

　さらに、政府研究開発租税軽減措置について、こ
の間、各国からの提供に基づきOECD においてデー
タが集約され、その情報が政策に関する議論にイン
パクトをもたらしてきた経験も踏まえ、新たな章の
一つとして加えられた。
　研究開発について測定するものであることから、
当然、研究開発を同定するための概念及び定義につ
いて述べられている。そして、指針の利用者が対象
となる研究開発についてより良く理解できるよう、
研究開発から除外されるべき活動や境界に当たる
事例についても示されている。『Frascati	Manual	

注 3	「統計単位」とは、統計において最終的に編集されるに当たり、求められる情報として表されることとなる、一つの単
位として取り扱われる実体（ある特定のレベルの機関や組織等）を指す。例えば、企業部門においては、企業部門、
企業、事業所等といった種々のレベルの実体を統計単位として想定することができるが、『Frascati	Manual	2015』
では、企業とすることとされている。また、政府部門については、法人格を有しない行政組織については各府省庁が、
法人格を有する我が国で言えば独立行政法人（国立研究開発法人を含む）に該当する機関では、これらの法人が、そ
れぞれ相当することとなる。他方、高等教育部門については、国によって教育体系がかなり異なることから、単一の
規範は規定されていない。なお、我が国の「科学技術研究調査」では、大学学部や大学附置研究所等が対応している。
ただし、高等教育部門については、後述する資金については、大学等の機関レベルで取り扱うとされていることから、
大学学部間等の資金流動があったとしても、それは単位間の資金流動には含まれない。

図表 2　国内に係るフラスカティ機関部門と SNA機関部門との近似的対照表

出典：OECD（2015）,	Frascati	Manual	2015:	Guidelines	for	Collecting	and	Reporting	Data	on	Research	and	
Experimental	Development,	The	Measurement	of	Scientific,	Technological	and	Innovation	Activities,	
OECD	Publishing,	Paris.
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　そして、この機関内研究開発支出額について、母
集団推計を行って国内全体として表示される値が、
国についてのもっとも主要な研究開発指標の一つで
ある「総国内研究開発支出額（GERD）」である。同
様に、研究開発遂行機関の機関部門ごとの国全体の
値が、「企業研究開発支出額（BERD）」、「高等教育
研究開発支出額（GOVERD）」、「政府研究開発支
出額（GOVERD）」、「民間非営利研究開発支出額
（PNPERD）」であり、これらの総和がGERD となる。
　一方、研究開発遂行のための資金については、焦
点を置く研究開発遂行機関が研究開発活動の資金源
となる「内部資金」と、焦点を置く研究開発遂行機関
以外から提供される資金である「外部資金」とに区
分されている。なお、我が国で言えば国立大学法人
運営費交付金や私立大学経常費補助金等のような、
政府等から配分される大学の教育研究全般に対する
資金のうち研究開発部分を指す「公的一般大学資金
（GUF）」については、国際比較のために外部資金と
して報告されるべきこととされている。
　また、機関間の研究開発資金の流動については、委
託費のように研究開発費に対する研究開発遂行者か
らの代償返還（反対給付）を要する「交換資金」と、
補助金のように代償返還を要しない「移転資金」と
に区分して報告されるべきこととされている。
　他方、機関内において遂行される研究開発活動に
従事する者は、自機関において雇用されるあるいは
給与を提供される従業者である場合もあれば、他機
関において雇用されている者や無給の者（これらの
者は、従業者と対比して外部貢献者とも呼ばれる）
もある。機関内研究開発支出額との対応が付くよう
に、前者は「内部研究開発従事者」、後者は「外部研
究開発従事者」と区分された。これにより、焦点を
置く研究開発遂行機関においては、これら人材に対
する経費は、前者については「経常的経費」のうち
の「人件費」として、後者については人件費を含ま
ない「その他の経常的経費」として報告されるべき
こととされた（研究開発支出額の内訳については後
述する）。
　研究開発従事者の中には、労働者派遣事業者から

鑑み、報告単位注4 は機関部門等に応じて異なるもの
とされている。
　機関部門については、国内については、企業部門
（BE）、政府部門（GOV）、高等教育部門（HE）、及
び、民間非営利部門（PNP）、それから、国外を指
す世界他地域（rest	of	the	world）に区分されてい
る。この中で、高等教育部門は、高等教育機関が研
究開発に果たす役割や機能の特殊性に応じて位置付
けられ、教育統計における定義との対応も考慮され
た『Frascati	Manual』に特有の機関部門である。
なお、企業部門には、SNA との対応も踏まえ、民間
企業だけではなく公共企業も含まれる。そのため、
政府部門は公的部門と等しいわけではない。それか
ら、民間非営利部門は、国内部門における残余的部
門であり、企業部門として扱われる自営業者を除き、
SNA の家計部門（市場活動に従事しない個人等）も
含むものとされている。
　このほか、研究開発に係る資金と人材について、
より詳細な情報についても国際比較可能となるよう
に分類注5（単位ごとにいずれかが割り当てられるも
の）や機能区分（単位内において機能ごとに内訳が
把握されるもの）が設定されている。全統計単位に
適用可能な機能区分として、研究開発分野（FORD）、
研究開発類型、社会経済目標がある。また、特定の
機関部門に適用される分類や機能区分もある。

2-3　指針内における諸概念間の一貫性の向上
　研究開発に係る資金と人材のデータについて、同
一の対象について一貫して取り扱うことができるよ
うに概念の整理等がなされたことも、今次改訂の大
きな特徴である。これらの資金や人材のデータは、
研究開発統計調査では研究開発遂行に着目して観測
する。研究開発遂行機関を上述の統計単位とするア
プローチを基本とすることから、指針では研究開発
遂行機関に焦点を置いて記述されている。その上で、
資金については、自機関内における研究開発遂行の
ための支出額である「機関内研究開発支出額」と、他
機関における研究開発遂行に対して支出される「機
関外研究開発支出額」とに区分されている。

注4	「報告単位」とは、必要とされる統計が収集される実体（機関や組織等）を指し、具体的には、調査票に基づく調査に
よってデータが収集される場合には、調査票に回答する実体が対応する。例えば、国によっては、統計単位である企
業についてのデータであっても企業集団の本部である親会社から一括して報告されたり、統計単位として設定された
大学学部等についてのデータであっても大学の本部から報告されたりするなど、報告単位が統計単位と異なることが
あり得る。

注 5	 分類としては、具体的には、フラスカティ機能分類、SNA機能分類、ISIC（国際標準産業分類）等に基づき割り当て
られる経済活動、民間／公共地位（すなわち、政府によって支配される単位か否か）等が挙げられる。
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告に配慮してデータ収集がなされ、OECD に集約さ
れたデータが提供され他国からのデータとともに公
表されているデータソースとなっている統計調査や
行政業務データは、研究開発支出額等と研究開発従
事者等に関しては「科学技術研究調査」（総務省統計
局実施）、政府研究開発予算配分額に関しては「科学
技術関係予算額」（内閣府取りまとめ）である。この
ほか、政府研究開発租税軽減措置額に関しては、『租
税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書』
（財務省実施）からの公表情報も用いられている。

　以下では、『Frascati	Manual	2015』における研
究開発自体の定義や、研究開発支出額や研究開発従
事者等といった研究開発の測定に関わる諸概念の定
義や各国における測定に対する勧告について概説す
る。また、我が国におけるデータ収集の現状とも対
比させながら、これらの測定に基づく指標等を利用
する際に留意すべき点や今後に向けた示唆について
も述べていく。
（次号（http://doi.org/10.15108/stih.00048）に続く。）

の派遣職員であることも近年よく見られるが、これ
は外部研究開発従事者として数えられ、また、その
ための経費は、研究開発遂行機関から労働者派遣事
業者への支出であることから、その他の経常的経費
として測定されるべきこととなる。
　このように研究開発に係る資金と人材について、
変数間の対応付けがなされたことから、各国がこの
指針に基づいた測定を行うことにより、将来、これ
らの変数に基づいて作成される指標の活用が更に高
まることが期待される。
　これらのほか、概念間の一貫性の向上と SNA と
の対応付けにより、他の経済統計等からのデータと
の接合をより構成しやすくすることも考慮されてい
る。これは、今次改訂における主題の一つであった、
政策分析や研究に資するための研究開発統計調査ミ
クロデータ（個票）の更なる活用とも関連している。

2-4　我が国における『Frascati Manual』に対応
するデータ収集
　我が国において、この『Frascati	Manual』の勧

OECD（2015）,	Frascati	Manual	2015:	Guidelines	 for	Collecting	and	Reporting	Data	on	Research	and	
Experimental	Development,	The	Measurement	of	Scientific,	Technological	and	 Innovation	Activities,	OECD	
Publishing,	Paris.	DOI:	http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.
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